
No. 項目 内容 変更前（2026年3月） 変更後 備考

1 はじめに ー

本ガイドラインの対象となる選定方式は以下のとおりです 。

＜選定方式対象＞

１.	企画競争（QBS／QCBS／単独型）

２.	一般競争入札（総合評価落札方式）

本ガイドラインの対象となる選定方式は以下のとおりです（注）。

＜選定方式対象＞

１.	企画競争（QBS／QCBS／単独型）

２.	一般競争入札（総合評価落札方式）

（注）業務実施契約（現地滞在型）は、本ガイドラインの対象外です。業務実施契約（現地滞在型）

については、業務実施契約（現地滞在型）における経理処理・契約管理ガイドラインをご確認ください。

現地滞在型の説明を注書きとして追記

2 はじめに ー （省略）

今回（2026年7月）の本ガイドライン改定では、外国旅費に関し、旅費規程の改定に伴う旅費（宿泊費・

宿泊手当）の導入を反映しています。当該部分の導入については、2026年7月以降の公示、もしくは7月

以降に打合簿を締結する継続契約から適用となります。同時点で契約中の案件については、契約金額を超

えない範囲で、7月以降に開始する渡航に適用することは可能です。なお、渡航ごとに適用制度を変更するこ

とは不可です。

宿泊費単価については、毎年の見直しを予定しています。

旅費概念の変更と大きな変更なので、2026年7月版とし、表紙を修正。

それにともない、これまでの「追記」の説明を削除。

3
【第１部】　I.契約金額の構

成
ー

具体的には、航空賃や日当・宿泊料等の旅費、通訳・車輌借上げ費用、

現地業者に再委託する調査の費用などが直接経費の対象となり、支出実

績又は契約締結時に設定された合意単価に基づき、支払が行われます。

具体的には、航空賃、宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）等の旅費、通訳・車輌借上げ費用、現地業者

に再委託する調査の費用などが直接経費の対象となり、支出実績又は契約締結時に設定された合意単価

に基づき、支払が行われます。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

4 【第１部】　Ⅱ．報酬

2．業務量（業務人月）

（３）海外居住者（業務対象国／地域の居住

者を含む）　他

日当・宿泊料 宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料） 修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

5 【第１部】　III.直接経費

【表２：直接経費の費目構成】

旅費（その他）　及び

セミナー等実施関連費

✓	日当・宿泊料 ✓	宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料） 修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

6 【第１部】　III.直接経費
【表２：直接経費の費目構成】　積算・精算

一般業務費　車両関係費　及び　旅費・交通費

少額交通費の範囲は、領収書1枚につき1,000円未満の支出を目途とし

ます。

少額交通費の範囲は、領収書1枚につき1,000円未満の支出を目途とします。なお、日当を支払わない場

合（宿泊手当を支払う場合）は、「少額交通費」の支出を認めますが、精算の観点から、レンタカー契約を

締結する等を推奨します。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

7 【第１部】　III.直接経費
【表２：直接経費の費目構成】　積算・精算

一般業務費　施設・設備等関連費

⚫	相手国政府が提供する事務所にかかる水道光熱費は原則相手国政府

の負担としますが、「一般業務費の特例を認める国・地域」（※）に限り、

プロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費

及び供与機材の据付経費を施設・設備等関連費として計上することがで

きます。

⚫	相手国政府が提供する事務所にかかる水道光熱費は原則相手国政府の負担としますが、技術協力にお

いては、やむを得ず必要と認められる場合で、監督職員、及び在外事務所が必要性を認める場合に限り、プ

ロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費及び供与機材の据付経費を施設・

設備等関連費として計上することができます。

修正（在外事業強化費に内容を合致させた。前回、修正漏れ分。）

8 【第１部】　III.直接経費 １．旅費（航空賃）
その場合も、旅費（その他）については実際の旅程に関わらず一律で日

当-2泊分（一部の国については-１泊分）で計上してください 。

その場合も、旅費（その他）については実際の旅程に関わらず一律で日当-2泊分（一部の国については-１

泊分）で計上してください（注）。

（注）日当を支払わない場合（宿泊手当を支払う場合）は、「旅費（その他）については実際の旅程に

関わらず一律で日当-2泊分（一部の国については-１泊分）で計上してください」を「旅費（その他）につい

ては実際の旅程に関わらず一律で旅行日数-2泊分（一部の国については-１泊分）で計上してください」

に、読み替えてください。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

9 【第１部】　III.直接経費

１．旅費（航空賃）

（４）精算について

②実費精算方式

その結果、契約金額の増額が真にやむを得ないと判断される場合には、３

者打合簿を取り交わし契約変更をします。

（注）旅費（航空賃）については以下の通りです。

2023年9月までの公示案件は契約金額を超えての精算が可能な契約で

あるため費目間流用は対象外の費目となります（QCBS、総合評価落札

方式を除く）。

2023年10月以降の公示案件は契約金額を超えて精算することはできま

せん。

その結果、契約金額の増額が真にやむを得ないと判断される場合には、３者打合簿を取り交わし契約変更

をします（注）。

（注） 航空賃の流用に際しては、契約管理ガイドラインの別添資料６にご留意の上、適宜ご対応くださ

い.。

2023年10月から約款を改定しております。適用案件の契約書約款第14条の記載によって以下のとおりとな

ります。

契約約款第14条第6項の条項（航空賃と現地再委託の為替差損の例外扱い）がある場合

・旅費（航空賃）は、証憑書類に基づき、契約金額を超えて精算が可能です。（打合簿や契約変更は不

要）

・現地再委託費の為替差損分が生じる場合も、契約金額を超えて精算が可能です。その場合は監督職員に

事前に報告してください（打合簿、月報、メール等）。精算報告書に同報告書類を添付することで、契約金

額を超えて精算が可能です。

・旅費（航空賃）、現地再委託費に残額が生じることが確定的な場合は、監督職員の事前確認（打合

簿、月報、メール等）により、他費目への費目間流用が可能です。該当する場合は、精算報告書に関連書

類を添付してください。なお、精算報告書取りまとめの段階で当該費目にて残額が確定しており、他費目にて

不足が生じている場合には、報酬を除き受注者裁量による費目間流用も例外的に可とします。

修正（条件を明確に記載）

10 【第１部】　III.直接経費
２．旅費（その他）

（１）日当・宿泊料
ー

（注）旅費（その他）「日当・宿泊料」については、①（以下②に該当する案件を除き）2026年6月公

示以前の案件に適用されます。②2026年7月公示以降の新規案件、また2026年6月公示以前の案件で

あっても、2026年7月以降に契約が締結される継続案件等については、「宿泊費・宿泊手当」が適用されま

す。なお、上記①の場合においても、2026年7月1日以降開始する渡航においては、「日当・宿泊料」に代え

て、「宿泊費・宿泊手当」を適用いただくことが可能です。ただし、全体契約金額の範囲内での精算とし、また

渡航ごとに日当・宿泊料／宿泊費・宿泊手当を変更することはできません。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

11 【第１部】　III.直接経費

２．旅費（その他）

（１）日当・宿泊料

<補足説明＞

✓	業務従事者が、別業務に（から）継続して従事した場合には、その旅

費の分担について、精算時に報告書を提出してください（様式は打合簿事

例集を参照）。

✓	業務従事者が、別業務に（から）継続して従事した場合には、その旅費の分担について、精算時に報告

書を提出してください（様式は打合簿事例集を参照）。なお、１渡航で日当・宿泊料、宿泊費・宿泊手当

が混在する場合、もしくはいずれも宿泊費・宿泊手当の場合は、以下「（２）宿泊費・宿泊手当」＜連続し

て業務を行う場合の旅費の分担について＞を確認ください。いずれも日当・宿泊料の場合はこれまで通り受注

者の裁量で適宜分担ください。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

12 【第１部】　III.直接経費
２．旅費（その他）

ー
ー （２）宿泊費・宿泊手当（一連の記載） 追記（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

13 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（１）特殊傭人費

✓	特殊傭人費は労務費を対象としているため、特殊傭人にかかる日当・宿

泊料や出張交通費等については「（５）旅費・交通費」で計上します。

✓	特殊傭人費は労務費を対象としているため、特殊傭人にかかる旅費（日当・宿泊料等）や出張交通費

等については「（５）旅費・交通費」で計上します。
修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

14 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（２）車両関連費

少額交通費の範囲は、領収書1枚につき1,000円未満の支出を目途とし

ます。

少額交通費の範囲は、領収書1枚につき1,000円未満の支出を目途とします。なお、日当が支払われてい

ない場合（宿泊手当が支払われる場合）は、「少額交通費」の計上を認めますが、精算の観点から、レンタ

カー契約を締結する等を推奨します。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

15 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（３）セミナー等実施関連費
セミナー等参加者の旅費（日当・宿泊料） セミナー等参加者の旅費（宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）） 修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

16 【第１部】　III.直接経費

３．一般業務費

（３）セミナー等実施関連費

　＜補足説明＞

✓	セミナー等参加者への日当・宿泊料及び交通費等は、設定した単価で

渡切とすることが可能です。渡切単価の設定について根拠も含めて別途書

類を提出してください（様式は契約管理ガイドラインを参照 ）。

✓	セミナー等参加者への宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）及び交通費等は、関連する在外事務所の確

認を得たうえで、設定した単価で渡切とすることが可能です。渡切単価の設定について根拠も含めて別途書

類を精算時に提出してください（様式は契約管理ガイドラインを参照 ）。

修正（渡切単価確認プロセスの変更）

17 【第１部】　III.直接経費

３．一般業務費

（３）セミナー等実施関連費

　＜精算について＞

証拠書類は、内訳付の領収書とします。セミナー等参加者の日当（旅

費・交通費）などを、旅行会社等ではなく、参加者に直接支払った場合

は、参加者から領収書を取付けて証拠書類としてください。

証拠書類は、内訳付の領収書とします。セミナー等参加者の宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）及び交通

費旅費や日当（旅費・交通費）など等を、旅行会社等ではなく、参加者に直接支払った場合は、参加者か

ら領収書を取付けて証拠書類としてください。

修正（他と記載を統一）

18 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（４）事務所関連費

✓	技術協力プロジェクト事業において、相手国政府が提供する事務所にか

かる水道光熱費は原則相手国政府の負担としますが、財政事情等が困

難な国・地域（IDA融資適格国 や国連開発政策委員会が認定する後

発開発途上国 をいう。以下、「一般業務費の特例を認める国・地域」とい

う。）に限り、水道光熱費の計上を認めます。

✓	技術協力プロジェクト事業において、相手国政府が提供する事務所にかかる水道光熱費は原則相手国政

府の負担としますが、やむを得ず必要と認められる場合で、監督職員及び在外事務所が必要性を認めた場

合に限り、水道光熱費の計上を認めます。

修正（在外事業強化費に内容を合致させた。前回、修正漏れ分。）

19 【第１部】　III.直接経費

３．一般業務費

（５）旅費・交通費

✓	業務対象国内の従事者の少額交通費（領収書1枚につき1,000円未

満の支出を目途とします。）は日当で賄われていますので、旅費・交通費

で対象となる業務従事者の交通費の対象は、現地での国内航空機移動

等に限られます。

✓	業務対象国内の従事者の少額交通費（領収書1枚につき1,000円未満の支出を目途とします。）は日当

で賄われていますので、旅費・交通費で対象となる業務従事者の交通費の対象は、現地での国内航空機移

動等に限られます。なお、日当が支払われない場合（宿泊手当が支払われる場合）は、「少額交通費」の

計上を認めますが、精算の観点から、レンタカー契約を締結する等を推奨します。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

20 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（５）旅費・交通費

✓	日本から業務対象国への講師派遣にかかる経費については、以下の通り

です。

日当・宿泊費：JICA直営の調査団・短期専門家の旅費基準、又は業

務従事者の旅費の上限などを準用ください。

✓	日本から業務対象国への講師派遣にかかる経費については、以下の通りです。

宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）：JICA直営の調査団・短期専門家の旅費基準、又は業務従事者の

旅費の上限などを準用ください。

修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

21 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（６）施設・設備等関連費

✓	「一般業務費の特例を認める国・地域」に限り、プロジェクト施設への電

気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費及び供与機材の据付

経費を施設・設備等関連費として計上することができます。

✓	技術協力おいては、やむを得ず必要と認められる場合で、監督職員及び在外事務所が必要性を認める場

合に限り、プロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費及び供与機材の据付

経費を施設・設備等関連費として計上することができます。

修正（在外事業強化費に内容を合致させた。前回、修正漏れ分。）

22 【第１部】　III.直接経費
３．一般業務費

（８）雑費

✓	「一般業務費の特例を認める国・地域」での技術協力においては、業務

従事者の活動に関連して生じたカウンターパートの超過勤務に係る手当を

雑費として計上することを認めます。

✓	「一般業務費の特例を認める国・地域」等、技術協力においては、やむを得ず必要と認められる場合で、監

督職員及び在外事務所が必要性を認める場合に限り、業務従事者の活動に関連して生じたカウンターパート

の超過勤務に係る手当を雑費として計上することを認めます。

修正（在外事業強化費に内容を合致させた。前回、修正漏れ分。）

23 【第１部】　III.直接経費
５．実費精算方式における具体的留意事項

（１）証拠書類（領収書等）

国内送金・海外送金を問わず、銀行送金を行った場合においても、原則と

して領収書もしくは送金内容の内訳が確認できる請求書 （Invoice）等

を証拠書類とします。やむを得ず領収書が取付けられない場合は、銀行が

発行する振込金受領書、外国送金依頼書等送金の事実及び送金が確

認できる書類とともに、送金先銀行口座が確認できる書類（銀行口座が

記載された契約書、請求書等）を証拠書類として精算報告書に添付して

ください。

国内送金・海外送金を問わず、銀行送金を行った場合においても、原則として領収書を証拠書類とします。

やむを得ず領収書が取付けられない場合は、銀行が発行する振込金受領書、外国送金依頼書等送金の事

実及び送金が確認できる書類とともに、送金先銀行口座が確認できる書類（銀行口座が記載された契約

書、請求書等）を証拠書類として精算報告書に添付してください（なお、特殊庸人費のみ、領収書よりも振

込金受領書等が優先される）。

修正（精算に必要な資料の明確化）

24 【第１部】　III.直接経費
７．再委託費

（１）現地再委託費
ー （注）脚注１３参照。 追記（条件を明確化）

25 【第１部】　III.直接経費
８．国内業務費

【障害のある業務従事者に係る経費の取扱い】
介助者の日当・宿泊料等（旅費（その他）） 介助者の宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）等（旅費（その他）） 修正（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

26 【第１部】　III.直接経費 別添資料４ ー 別添資料４：宿泊費・宿泊手当の基準単価（上限） 追加（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

27

【第１部】　Ⅴ．契約交渉に

おける見積額の確認（企画

競争の場合）

７．決算について（上半期、年度末）

成果品（報告書等）の提出、確認検査の実施及び検査の通知は、同

一の決算期にて行いますので、履行期限や部分払を９月又は３月に設

定する案件においては、履行期限を月の上旬（９月上旬、３月上旬）

までとし、成果品（報告書等）提出日を決算期の前月末（８月末 、２

月末）までに設定します。

成果品及び中間成果品（報告書等）の提出、確認検査の実施及び検査の通知は、同一の決算期にて行

いますので、成果品及び中間成果品（報告書等）提出日を決算期の前月末（８月末 、２月末）までに

設定します。

（注）8月末の対象は、有償勘定技術支援のみ。

修正（文章をわかり易く整理した）

28
【第１部】　Ⅷ.国内業務／国

内業務主体の契約

４．日本国内での旅費・交通費

（１）交通費（鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃）

タクシーの使用は、利用できる公共交通機関がない場合に限り、タクシー代

を認めます。ただし1,000円未満の場合は日当に含まれる少額交通費と

みなし、直接経費での計上は認めないこととします。

タクシーの使用は、利用できる公共交通機関がない場合に限り、タクシー代を認めます。ただし、1,000円未

満の場合は、7月以降に開始する旅行のみ精算対象とします。

修正（JICAの国内旅費規程に合わせて、日当に少額交通費を含まない

こととした）

29
【第１部】　Ⅷ.国内業務／国

内業務主体の契約

４．日本国内での旅費・交通費

（２）日当・宿泊料

日当は一日の行程が100kmを超えた場合に支給します。日当及び宿泊

料は、受注者の業務従事者は契約上の格付、それ以外の者はその者が

実施する業務に基づき想定する格付に応じ、「表８日当・宿泊表（上

限）」に基づき支出します。

日当は一日の行程が100kmを超えた場合に支給します。日当及び宿泊料は、受注者の業務従事者は契

約上の格付、それ以外の者はその者が実施する業務に基づき想定する格付に応じ、「表８日当・宿泊表

（上限）」に基づき支出します。

なお、「日当＝昼食代」とし、昼食代が不要の場合は日当を支給しません。

注）2026年7月1日以降に開始する旅行を対象とします。また、同旅行については、少額交通費の精算も

可とします。

追記（JICAの国内旅費規程に合わせて、日当＝昼食代とした）

30
【第２部】　Ⅹ．一般競争入

札（総合評価落札方式）

１．経費経費積算に係る留意事項

（２）費目構成

①「国内業務」　の契約以外

Ⅰ．報酬　（２）現地関連費

①	旅費(日当・宿泊料）

業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費
①	旅費(（宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料)））

業務従事者にかかる宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）などの旅費
追加（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

31
【第２部】　Ⅹ．一般競争入

札（総合評価落札方式）

２．契約金額の確定及び精算に係る留意事項

（１）契約金額の確定について

Ⅱ．直接経費　（２）現地関連費

現地関連費／旅費（日当・宿泊料）及び一般業務費（現地支出分）

の合計金額を現地業務人月（遠隔による業務が多い場合は「総人月」

又は「人日」とすることも可）で除した単価を設定する。

現地関連費／旅費（宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料））及び一般業務費（現地支出分）の合計金

額を現地業務人月（遠隔による業務が多い場合は「総人月」又は「人日」とすることも可）で除した単価を

設定する。

追加（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

32 ー

別添資料６　コンサルタント等契約における支払の

請求について

２．部分払　（２）請求限度額　a)契約金相

当額（税抜き）

イ）直接経費のうち、以下の費目

・旅費（航空賃）のうち、既に渡航が完了したもの（契約単価×渡航回

数）

・旅費（その他）のうち、部分業務完了時までの日当・宿泊料等（３０

日目以降は１割、６０日目以降は２割控除されますが、契約金相当額

の積算に際しては、この控除を適用しません。）

イ）直接経費のうち、以下の費目

・旅費（航空賃）のうち、既に渡航が完了したもの（契約単価×渡航回数）

・旅費（その他）のうち、部分業務完了時までの宿泊費・宿泊手当（日当・宿泊料）等（日当・宿泊料

は、３０日目以降は１割、６０日目以降は２割控除されますが、契約金相当額の積算に際しては、この

控除を適用しません。）

追加（宿泊費・宿泊手当導入への対応）

33 ー

別添資料７　複数の前金払と部分払が混在する

場合の取扱い

３．償却

なお、前金払に挟まれる部分払がない場合（複数の前金払と部分払が

混在していても、部分払の後に前金払が発生しない場合）は、前金払の

全額償却を行いません。

なお、前金払に挟まれる部分払がない場合（複数の前金払と部分払が混在していても、部分払より後に前

金払が発生しない場合）は、前金払の全額償却を行いません。
修正（文章をわかり易く整理した）
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